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議
員

社
会
の
高
齢
化
が
急

速
に
進
行
す
る
中
、
バ
リ
ア

フ
リ
ー
の
一
層
の
促
進
が
重

要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
公
共
施
設
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
化
へ
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

本
市
で
は
、

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
モ
デ
ル

地
区
整
備
計
画
を
策
定
し
て

お
り
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を

推
進
す
る
た
め
に
、市
役
所
、

福
祉
会
館
、
総
合
公
園
な
ど

多
く
の
公
共
的
施
設
が
集
ま

る
、
約
一
・
一
平
方
�
�
を

対
象
区
域
に
、
平
成
十
三
年

度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で

の
前
期
と
平
成
十
九
年
度
以

降
の
後
期
の
二
段
階
に
分
け

て
整
備
を
進
め
て
い
る
。

議
員

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
に

つ
い
て
の
具
体
的
な
整
備
状

況
を
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

こ
の
対
象

区
域
の
整
備
は
、
利
用
頻
度

と
整
備
必
要
箇
所
の
優
先
度

に
よ
り
進
め
て
お
り
、
平
成

十
三
年
度
に
は
、
福
祉
会
館

の
敷
地
内
通
路
の
手
す
り
や

会
議
室
へ
の
緊
急
時
誘
導
設

備
の
設
置
、
ま
た
中
央
公
民

館
の
障
害
者
用
ト
イ
レ
の
改

修
等
を
行
っ
た
。今
年
度
は
、

総
合
公
園
の
出
入
り
口
一
か

所
に
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
敷
設
等

を
行
う
予
定
で
あ
る
。

議
員

こ
の
整
備
計
画
の
今

後
の
達
成
見
通
し
を
聞
き
た

い
。

健
康
福
祉
部
長

対
象
区
域

内
の
国
、
県
の
公
共
施
設
を

は
じ
め
民
間
施
設
に
も
、
定

期
的
な
働
き
か
け
を
行
い
、

庁
内
関
係
各
課
で
組
織
す
る

「
平
塚
市
福
祉
の
ま
ち
づ
く

り
モ
デ
ル
地
区
整
備
計
画
推

進
委
員
会
」
で
検
討
し
、
計

画
に
沿
っ
た
整
備
を
進
め
る

考
え
で
あ
る
。

議
員

県
の
「
福
祉
の
街
づ

く
り
条
例
」
等
の
対
象
範
囲

と
な
ら
な
い
小
規
模
建
築
物

等
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応

が
前
進
し
な
い
現
状
に
あ
る
。

そ
こ
で
、
福
祉
情
報
の
Ｐ
Ｒ

や
新
た
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
店

舗
表
彰
制
度
の
創
設
な
ど
の

支
援
策
が
考
え
ら
れ
な
い
か

伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

福
祉
情
報

の
Ｐ
Ｒ
は
、
障
害
者
の
方
が

実
際
に
日
常
生
活
に
必
要
な

施
設
を
調
査
し
て
、
そ
の
内

容
を
紹
介
し
た
「
障
害
者
ガ

イ
ド
マ
ッ
プ
」
等
の
例
も
あ

る
の
で
、
今
後
検
討
し
て
い

き
た
い
。
ま
た
、
新
た
な
表

彰
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
商
業
振
興
策
の
一
環

で
「
優
良
小
売
店
舗
等
の
コ

ン
ク
ー
ル
」
を
実
施
し
て
お

り
、
今
後
は
、
バ
リ
ア
フ
リ

ー
へ
の
対
応
も
審
査
項
目
に

加
え
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

議
員

第
二
期
介
護
保
険
事

業
計
画
の
改
定
作
業
が
進
め

ら
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
現

在
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
入
所
待
機
者
数
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
参
事

本
市
の

入
所
待
機
者
数
は
約
五
七
〇

人
で
、
政
令
指
定
都
市
を
除

い
た
県
内
で
は
、
約
八
〇
〇

〇
人
と
な
っ
て
い
る
。

議
員

介
護
保
険
運
営
協
議

会
で
、
市
内
の
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
へ
入
所
申
し
込
み

中
の
被
保
険
者
に
対
し
て
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
紹
介
さ

れ
た
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の

調
査
目
的
の
ひ
と
つ
に
、「
待

機
者
の
実
態
を
把
握
し
、
真

の
入
所
必
要
者
数
を
推
計
す

る
」
と
あ
る
が
、
真
に
入
所

が
必
要
な
者
と
は
ど
の
よ
う

な
方
と
考
え
て
い
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
参
事

真
の
入

所
必
要
者
と
は
、
自
宅
で
の

介
護
が
重
度
化
、
長
期
化
し

た
り
、
家
族
の
状
況
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
事
情
で
自
宅
で
の

介
護
が
限
界
と
な
っ
た
場
合

な
ど
、
在
宅
で
の
生
活
を
継

続
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
々

と
考
え
て
い
る
。

議
員

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
だ

け
で
は
生
活
実
態
を
知
り
、

入
所
順
位
を
決
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
思
う
が
見
解
を

伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
参
事

施
設
入

所
の
決
定
は
、
措
置
か
ら
利

用
制
度
に
移
行
し
た
こ
と
に

よ
り
、
行
政
が
行
う
の
で
は

な
く
、
各
施
設
が
設
置
す
る

入
所
判
定
委
員
会
で
行
っ
て

い
る
。
待
機
者
が
増
加
す
る

中
で
、
国
で
は
介
護
保
険
施

設
の
運
営
基
準
の
省
令
を
改

正
し
て
お
り
、
県
も
こ
の
改

正
を
受
け
て
、
現
在
入
所
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
て

い
る
。
今
後
は
県
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
、
各
施
設

が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

議
員

介
護
保
険
制
度
に
お

い
て
市
独
自
の
利
用
料
減
免

制
度
を
設
け
る
考
え
は
な
い

の
か
。

健
康
福
祉
部
参
事

利
用
料

の
減
免
は
、
受
益
者
負
担
の

公
平
性
を
考
慮
し
、
現
行
制

度
で
も
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
の
支
給
、
訪
問
介
護
利
用

者
の
経
過
的
軽
減
措
置
を
実

施
し
て
い
る
。
な
お
、
低
所

得
者
対
策
の
ひ
と
つ
で
あ
る

社
会
福
祉
法
人
利
用
者
の
軽

減
措
置
対
象
者
を
拡
大
し
、

真
に
利
用
者
負
担
が
困
難
な

方
の
利
用
料
軽
減
も
実
施
し

て
い
る
。
当
面
、
現
行
制
度

の
内
容
で
実
施
し
て
い
く
考

え
で
あ
る
。

議
員

通
称
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス（
Ｄ
Ｖ
）

法
が
施
行
さ
れ
た
が
、
本
市

が
把
握
し
て
い
る
Ｄ
Ｖ
被
害

の
状
況
を
聞
き
た
い
。

市
民
部
長

平
成
十
三
年
度

の
Ｄ
Ｖ
相
談
は
四
二
件
あ
っ

た
。
内
容
は
暴
力
被
害
、
帰

宅
困
難
、
子
供
虐
待
な
ど
で

あ
り
、
一
時
的
に
保
護
し
て

ほ
し
い
と
い
う
も
の
も
あ
る
。

相
談
件
数
は
増
え
て
い
る
の

が
実
態
で
あ
る
。

議
員

相
談
窓
口
の
機
能
を

高
め
る
た
め
に
は
、
職
員
の

研
修
体
制
の
強
化
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
が
、
研
修
内

容
を
伺
い
た
い
。

市
民
部
長

研
修
と
し
て
は
、

県
が
主
催
す
る
研
修
会
に
参

加
し
て
、「
Ｄ
Ｖ
法
の
概
要
」

や
「
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
支
援
す

る
た
め
の
基
礎
知
識
」、「
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
技
法
」
等
に

つ
い
て
専
門
家
か
ら
の
研
修

を
受
け
て
い
る
。

議
員

現
在
、
複
数
の
課
で

相
談
業
務
を
行
っ
て
い
る
が
、

相
談
後
の
支
援
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

市
民
部
長

Ｄ
Ｖ
相
談
や
支

援
に
つ
い
て
は
、
庁
内
関
係

各
課
で
連
携
し
て
、
調
整
会

議
を
実
施
し
て
い
る
。な
お
、

一
時
保
護
を
必
要
と
す
る
ケ

ー
ス
で
は
、
県
の
配
偶
者
暴

力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
連

携
し
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

議
員

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

と
い
う
面
で
、
相
談
す
る
場

所
の
環
境
に
課
題
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

市
民
部
長

相
談
業
務
は
、

暫
定
的
に
四
か
所
の
窓
口
で

実
施
し
て
い
る
。
実
際
の
相

談
は
、
市
役
所
内
の
「
保
険

福
祉
総
合
相
談
窓
口
」
と
福

祉
会
館
内
の
「
相
談
室
」
に

集
中
し
て
お
り
、
区
切
ら
れ

た
部
屋
も
あ
る
。
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
保
護
に
は
、
現
状
の

環
境
の
中
で
、
で
き
る
限
り

配
慮
し
て
い
き
た
い
。

増増加加すするるドドメメスステティィッックク・・ババイイオオレレンンスス被被害害

小
規
模
施
設
へ
の
対
応

議
員

平
成
十
五
年
四
月
に

障
害
者
福
祉
制
度
が
「
措
置

制
度
」
か
ら
「
支
援
費
制
度
」

へ
大
き
く
変
わ
る
。そ
こ
で
、

現
在
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
人
数

と
障
害
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て

聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

現
行
の
措

置
制
度
で
の
サ
ー
ビ
ス
利
用

人
数
は
、
重
複
利
用
も
あ
る

が
延
べ
約
七
〇
〇
人
で
あ
る
。

障
害
の
レ
ベ
ル
は
施
設
サ
ー

ビ
ス
関
係
で
は
、
身
体
障
害

者
の
方
は
重
度
が
ほ
と
ん
ど

で
、
知
的
障
害
者
に
つ
い
て

は
、
更
生
施
設
で
は
重
度
、

授
産
施
設
で
は
軽
度
の
方
が

多
い
。
ま
た
、
居
宅
サ
ー
ビ

ス
関
係
で
は
、
身
体
障
害
者

は
重
度
、
知
的
障
害
者
は
ホ

ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
な
ど

で
は
重
度
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
入
居
者
は
軽
度
の
方
の
利

用
が
多
い
状
況
で
あ
る
。

議
員

支
援
費
制
度
に
変
わ

る
周
知
は
ど
の
よ
う
に
行
っ

て
い
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

広
報
ひ
ら

つ
か
や
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
周
知
し
て
い
る
。
ま
た
、

障
害
者
団
体
や
福
祉
施
設
、

養
護
学
校
、
盲
学
校
、
ろ
う

学
校
で
の
説
明
会
や
、
障
害

者
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
方

全
員
に
通
知
と
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
の
発
送
を
予
定
し
て
い
る
。

議
員

支
援
費
制
度
の
導
入

に
よ
り
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

後
退
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
見

解
を
伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

市
は
利
用

者
か
ら
の
支
給
申
請
に
基
づ

き
、
支
援
費
の
支
給
決
定
を

行
う
。
ま
た
、
障
害
者
か
ら

の
求
め
に
応
じ
て
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
の
あ
っ
せ
ん
や

調
整
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
障
害
者
に
対
す
る
相

談
支
援
体
制
の
整
備
充
実
も

進
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

議
員

「
平
塚
市
障
害
者
福

祉
計
画
」
の
見
直
し
の
状
況

に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

こ
の
計
画

は
、
上
位
計
画
で
あ
る
国
の

障
害
者
プ
ラ
ン
「
ノ
ー
マ
ラ

イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
七
か
年
戦

略
」
が
平
成
十
四
年
度
で
終

了
し
、
ま
た
、
県
の
第
二
次

障
害
福
祉
長
期
行
動
計
画
も

平
成
十
五
年
度
で
計
画
期
間

が
満
了
す
る
の
で
、
こ
れ
ら

と
の
整
合
を
図
り
、
施
設
整

備
や
数
値
目
標
な
ど
も
視
野

に
い
れ
、
平
成
十
五
年
度
中

に
は
改
定
を
し
て
い
く
考
え

で
あ
る
。

利
用
料
の
減
免

陳情書の提出請願書の提出

受 け 付 け

議会運営委員会で協議常任委員会で審査

障
害
者
福
祉
計
画

見
直
し
の
状
況

市政に関する事項について
は陳情趣旨を執行部に照会審査結果を本会議に報告

陳情者に結果を通知本会議で議決

請願者に結果を通知

求
め
ら
れ
る
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

モ
デ
ル
地
区
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー

ど
う
推
進

変わる障害者福祉制度

サービス低下の心配は

第 ��� 号

視覚障害者の誘導体験

ひらつか議会だより

増
え
る
特
養
ホ
ー
ム
の
待
機
者

介護保険

〈審査の流れ〉

入
所
判
断
基
準
を
尋
ね
る

相談体制の充実を

平成��年（２００２年）��月�日

請願・陳情のてびき
市民が市政について、意見や要望がある時はだれで
も議会に請願や陳情を提出することができます。請願
には議員の紹介が必要ですが、陳情には必要ありませ
ん。
請願および陳情書の提出に当たっては、日付、住所、
氏名（団体名・役職名）、押印およびあて先（平塚市
議会議長○○○○）の記載が必要です。
請願の提出締切りは、各定例会とも本会議第２日目
の午後５時までとなっています。一方、陳情は各定例
会でおおむね３回開催される議会運営委員会の２日前
（土・日曜日、祝日を除く）までとなっています。
なお、提出された請願・陳情はすべて全議員にその
写しを配付しています。
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